
監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知に係る事項の公告

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、奈良県知

事等から監査結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表します。

平成２９年４月２５日

奈良県監査委員 江 南 政 治

同 斎 藤 信一郎

同 清 水 勉

同 川 口 延 良



平成２８監査年度　第１回分

ア　本庁

実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容

秘書課 平成28年
　8月8日

資金前渡に係る事務について
　交際費及び報償費について資金前渡
していたが、前渡資金を銀行口座から
出金せず、職員が立替払していた事例
が散見された。立替払の支出方法は、
地方自治法及び同施行令並びに奈良県
会計規則に規定がないので、今後は、
適正な支出事務に努めるべきである。
　　　　　　 　　    （指摘事項）

　地方自治法及び奈良県会計規則に基づ
き、支出管理の徹底を図り、適正な事務処
理に努める。

広報広聴課 平成28年
　8月8日

補助金交付に係る事務処理について
　補助金の交付において、事業の着手
後に補助金交付申請書が提出され、交
付決定が行われているものが認められ
た。
　今後は、早期に交付申請や交付決定
が行われるよう奈良県補助金等交付規
則及び補助金交付要綱に基づき、適正
な補助金交付事務の執行に努められた
い。
　　 　　　　　　   （注意事項）

　奈良県補助金等交付規則及び補助金交付
要綱に基づき、早期に交付申請や交付決定
を行うよう適正な事務処理に努める。

国際課 平成28年
　8月8日

補助金の実績報告について
　補助金の交付において、事業終了後､
交付要綱に定める期限までに事業実績
報告書が提出されていないものが認め
られた。
　今後は、補助事業者への指導に努め
るとともに、奈良県補助金等交付規則
及び補助金交付要綱に基づき、適正な
事務の執行に努められたい。
                     （注意事項）

　奈良県補助金等交付規則及び補助金交付
要綱に基づき、事業実績報告の期限内提出
など適正な事務処理に努める。

総務課 平成28年
　8月5日

公用車使用中における事故防止につい
て
　総務部内において、公用車使用中の
事故が認められた。部内各課室及び出
先機関に対し、公用車の使用に当って
は、安全運転の徹底を図るとともに、
車両の適切な管理に努めるよう充分に
指導されたい。
                     （意見事項）

　平成２８年４月１２日の部内課長会議に
おいて、安全運転の徹底等について、各所
属長に対し指示及び周知徹底を図った。

知 事 公 室

部局及び所属名

総　 務 　部
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

行政経営課
ファシリティ
マネジメント
室

平成28年
　7月27日

未収金対策について
　未収金対策については、未収金対策
推進連絡会議のもと積極的な情報交換
や研修会を行うとともに、平成２５年
度の行政監査（税外未収金等にかかる
債権管理について）の結果を踏まえ、
平成２７年度には｢税外債権管理マニュ
アル｣の作成を行うなどの取組が進めら
れているところである。
　このような取組等により、未収金は
おおむね減少傾向となっているが、一
部に依然として増加しているものがあ
る。
　未収金の解消は、財政運営上大きな
課題であり、全庁的に厳正かつ適正な
対応が強く求められることから、更に
実効性のあるきめ細かな未収金対策に
取り組まれたい。
                     （意見事項）

税務課 平成28年
　7月27日

県税に係る未収金の回収について
　県税収入については、各県税事務所
における目標徴収率の設定や､｢奈良モ
デル｣ による県職員派遣型協働徴収及
びネットワーク型協働徴収などの取り
組みを実施し、徴収率及び収入未済額
残高の縮減については着実に改善して
いる。
　しかしながら、依然として多額の未
収金が認められ、また、徴収率におい
ては全国的に低位であることから、今
後も税負担の公平性と財源確保の観点
から、新たな未収金の発生防止に努め
るとともに、引き続き効果的かつきめ
細かな徴収対策の推進に努められた
い。
                     （意見事項）

　県税の収入未済額の６４．９％（平成２
７年度実績）を占める個人県民税について
は､平成２４年度に設置した地方税滞納整
理本部を中心に、県・市町村の一体的な徴
収体制の強化に取り組んでおり、「奈良モ
デル」による県職員派遣型協働徴収やネッ
トワーク型協働徴収など、市町村と県によ
る協働徴収を実施し、徴収強化に努めてい
るところである。また、自動車税をはじめ
とする県税の徴収対策については、各税事
務所において徴収率や未済額の圧縮率等数
値目標を設定し、徴収強化に取り組んでお
り、特に自動車税については、預金差押を
強化する取組や、税務課及び各税事務所が
連携して滞納整理に取り組むなど、より積
極的に徴収強化に取り組んでいるところで
ある。（平成２８年度１０月末の自動車税
の徴収率（現滞）は昨年度同期比０．４％
上昇）
　今後も差押え等の滞納処分を早期かつ積
極的に行い、税収及び税負担の公平性の確
保を図るとともに、全国的に低位である徴
収率についてもその向上に努める。（平成
２８年度１０月末の県税全体の徴収率（現
滞）は昨年度同期比１．０％上昇）

　未収金対策については、「税外未収金に
係る債権管理の適正化に関する指針」に基
づく事務処理を促すとともに、未収金対策
推進連絡会議を四半期ごとに開催し、各債
権回収の取組状況について報告を求めた。
また、回収困難な債権について弁護士に個
別相談を行ったほか、職員の適正な債権管
理と回収のノウハウ習得に資するための研
修を実施した。さらに、税外債権に共通す
る法的知識の向上や督促手続の促進を図る
ため、「税外債権の管理マニュアル」を作
成し、配付した。
  これに加え、会計管理者が定めた「奈良
県債権不納欠損処分基準」が十分に運用さ
れていないことから、債権の整理を進める
ため、不納欠損処分を講じることも必要で
あるとの観点に立って、「税外債権の管理
マニュアル（債権整理編）」も作成した。
　一方、債務者の納付の利便性を向上する
とともに、債権回収の促進を図るため、Ａ
ＴＭ等から口座振込ができる納付方法を整
理し、関係所属に導入を促した。
　今年度は、高等学校等奨学金の債権管理
業務について、弁護士による検証を行い、
督促など回収方法の改善に向けた提言を得
たところ｡これを受けて､業務の改善を図っ
ていくこととしている。
　今後も、法的措置の活用や民間活力を導
入した回収の推進等、庁内全体で未収金削
減に向けた取組を総合的に実施していく。
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

地 域 振 興 部

企画管理室 平成28年
　7月21日

公用車使用中における事故防止につい
て
　地域振興部内において、公用車使用
中の事故が認められた。部内各課室及
び出先機関に対し､公用車の使用に当っ
ては、安全運転の徹底を図るとともに､
車両の適切な管理に努めるよう充分に
指導されたい。
          　         （意見事項）

　部内課長・補佐等との情報共有を図り、
安全運転の徹底について注意を行った。
　今後も公用車の使用にあたり、安全運転
の徹底、車両の適正な管理に努める。

南部東部振興
課
移住・交流推
進室

平成28年
　7月21日

重要物品の報告について
　会計管理者への財産調書の提出につ
いて、重要物品での登載誤りが認めら
れた。
　今後は、奈良県会計規則及び関係通
知に基づき適正に行うべきである。
                     （指摘事項）

　指摘のあった重要物品については全て報
告を行った。
　今後は複数の者によるチェック等を徹底
し、奈良県会計規則及び関係通知に基づい
た適正な事務の執行に努める。

うだ・アニマ
ルパーク振興
室

平成28年
　7月21日

委託契約書の作成時期について
　業務委託において、業務完了後に契
約書を作成している事例が認められた｡
　今後は、奈良県契約規則に基づき、
遅滞なく契約書を作成し、適正な事務
の執行に努めるべきである。
                     （指摘事項）

　適正な時期に確実に事務処理できるよう
に、月２回室内で行われる進捗会議におい
て、事業の進捗状況を室全体で把握し相互
チェックと情報共有体制の強化を図った。

自動販売機の設置に係る使用料の徴収
について
　自動販売機の設置に係る使用料につ
いて、併設されているゴミ箱の面積が
算入されていなかったため、使用料を
過少に徴収していた。
　今後は、実態に合う設置許可及び使
用料の徴収に努められたい。
                     （注意事項）

　平成２８年度より、実態に即して併設ゴ
ミ箱の設置面積も含め、自動販売機の設置
許可及び使用料の徴収を行った。
　引き続き、奈良県立都市公園条例に基づ
き、実態に即した設置許可及び使用料の徴
収に努める。

文化振興課 平成28年
　7月21日

重要物品の報告について
　会計管理者への財産調書の提出につ
いて、重要物品での登載誤りが認めら
れた。
　今後は、奈良県会計規則及び関係通
知に基づき適正に行うべきである。
     　　　　　　　　（指摘事項）

　監査事務局からの指摘があった後、速や
かに重要物品の財産調書の修正を行った。
　今後、奈良県会計規則及び関係通知に基
づき適正に行うよう努める。

実行委員会負担金に係る変更承認申請
等について
　イベント等の開催経費に係る実行委
員会への負担金の交付において、負担
金交付要綱に規定する変更の承認手続
が行われていない事例が認められた。
また、負担金の額の確定において、そ
の一部を繰越金として翌年度に執行す
ることを認めている事例が認められた｡
　今後は、要綱に基づき、負担金交付
に係る手続の適正化に努めるとともに､
県負担金の繰越を認めるのであれば、
要綱上の根拠の明確化を図られたい。
      　　　　　　　 （注意事項）

　今後は、負担金交付要綱に基づき、実施
計画に変更が生じた場合は、速やかに経費
の配分変更の手続きを行うとともに、額の
確定においては要綱に基づき、負担金の適
正な履行確認に努める。
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

文化資源活用
課（旧ならの
魅力創造課
分）

平成28年
　5月26日

委託契約書の作成時期について
　業務委託において、業務完了後に契
約書を作成している事例が認められた｡
　今後は、奈良県契約規則に基づき、
遅滞なく契約書を作成し、適正な事務
の執行に努めるべきである。
    　　　　　　 　　（指摘事項）

　
　今後､同様の事案が発生することがない
よう､今回の事案を共有し､注意喚起を行っ
た｡
　また今後は、業務担当を複数人にして
チェック機能を強化するなど、適正な時期
に確実に事務処理するように努める。

公金外現金の取扱いについて
　県立美術館で開催された展覧会にお
いて、物販事業者からならの魅力創造
課が委託を受けて販売した図録等の販
売手数料の額と、販売代金を管理する
同課の通帳の精算時残高が一致しない
事例が認められた。
　また､同課は、図録等を販売･管理す
る美術館との間で、売上金や商品管理
に関する取決めを明確にしていなかっ
た。
  公金外現金は、公金同様の透明性の
確保や事故防止への注意義務が求めら
れることから、その取扱いについて、
今後は取扱基準等を定めるとともに、
管理体制の一層強化に努められたい。
    　　             （注意事項）

　精算時における販売手数料額と、通帳残
高の不一致については、その後の調査にお
いて一致することが確認できた。
　今後､展覧会等同様の事務を行う際には､
事前に売上金等の取扱基準を定めるととも
に、日々の台帳と通帳の突合、複数人によ
るチェックなどを行い、再発の防止に努め
る。

教育振興課 平成28年
　7月21日

委託契約書の作成時期について
　業務委託において、契約書の作成が
遅延した事例が認められた。
　今後は、奈良県契約規則に基づき、
遅滞なく契約書を作成し、適正な事務
の執行に努めるべきである。
                     （指摘事項）

　今後、同様の事案が発生することがない
よう、職員へ注意喚起を行うとともに、複
数人で対応することにより、適正な時期に
作成するよう努める。

観光プロモー
ション課（旧
観光産業課
分）

平成28年
　5月26日

支出科目及び資金前渡の精算について
　電車乗車券の購入代金の支払におい
て、役務費で執行すべきところを誤っ
て旅費で執行していた事例が認められ
た。
　また、前渡資金の精算が完了してい
ない者に対し､重ねて資金の前渡を行っ
ていた。
　今後は、適正な科目で支出するとと
もに、奈良県会計規則及び関係通知等
に基づき、適正な事務の執行に努める
べきである。
                     （指摘事項）

　
　今後は、上司及び担当者の複数による内
容精査、確認を徹底することとした。
　再発防止のため、会計局による研修に参
加し、予算の適正執行に努めている。

観 　光 　局

4



実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

地域福祉課
監査指導室

平成28年
　6月7日

生活福祉資金貸付金に係る償還未済金
の回収指導について
　前年度に引き続き、社会福祉法人奈
良県社会福祉協議会が行う生活福祉資
金貸付金に多額の償還未済金が認めら
れた。
　コールセンターによる電話催告の強
化、定期的な訪問による計画償還や早
期納付の指導など、債権回収及び未収
金の発生防止に取り組んでいるところ
であるが、依然として未収金は増加し
ている。
　前回の監査においても意見をつけた
ところであるが、個々の債権回収の可
能性を評価したうえで、より一層、債
権の保全及び回収促進に努めるよう厳
正な指導を徹底されたい。
                    （意見事項）

こども家庭課 平成28年
　5月12日

児童措置費負担金に係る未収金の回収
について
　児童措置費負担金において、多額の
未収金が認められた。不納欠損処分に
よる債権整理の結果、その残高は対前
年度比で減少しているが、これを除く
と実質的に増加している。
  今後も、こども家庭相談センターと
の連携を密接にとりながら、債務者間
の公平性の確保、法の厳格な執行の観
点から、引き続き一層の収納促進に努
めるべきである。
                     （指摘事項）

　今年度は児童措置費負担金の未納者に対
し、現在の滞納状況及び至急に納付を求め
る「催告状」を２回発送することとしてお
り、現在１回目を発送し、分納申出等への
対応を行っている。また、未収金の発生を
防止するため、保護者に対する措置時の負
担金説明を十分行うとともに、新規滞納者
にはこども家庭相談センターと連携し、電
話等による収納促進に取り組んでいる。
　今後一層、納付督促の方法の工夫やこど
も家庭相談センターとの連携のもと、収納
の促進に努める。

健 康 福 祉 部

　県社会福祉協議会では、生活福祉資金の
償還未済金の早期回収に向けて、コールセ
ンターにおいて、特に償還開始の者及び滞
納３月以内の者を中心に電話による自主的
納付の呼びかけを行い、返済の意識づけと
長期未納化防止とともに、昨年度から、長
期滞納世帯への架電及び夜間架電の拡大と
早朝､休日架電にも重点的に取り組むなど､
回収に努めている。
　その取り組みに加え、今年度から新たに
夏期の早朝架電の回数を増やすほか、長期
滞留債権に分類された債権について、重点
的に債務者の状況調査を行い、世帯の状況
を把握し、個々の状況に応じて、債権回収
の強化に努めている。
　また、債権回収や滞納防止に向け、市町
村社会福祉協議会の生活福祉資金担当者を
対象とした研修会を開催するほか、定期的
に市町村社会福祉協議会、民生児童委員と
共に世帯訪問を行うなど、計画償還と早期
納付を促進するため指導を実施している。
  さらに、昨年４月からは、生活困窮者自
立支援制度を活用して、滞納者の自立支援
に向けた取り組みも行うとともに、これま
で貸付案件の審議が中心であった生活福祉
資金運営委員会において、償還状況につい
ての審議を充実させている。
　今後も引き続き、さらなる債権回収や滞
納防止に向け、より一層対応策を講じるよ
う指導していく。

こども・女性局
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

母子、父子及び寡婦福祉資金貸付金に
係る償還未済金の回収について
　母子、父子及び寡婦福祉資金貸付金
に、多額の償還未済金が認められた。
　その残高は対前年度比で減少してい
るが、今後も、新たな償還未済金の発
生防止に向けた取組や文書・電話によ
る督促による回収など、これまでの取
組を一層積極的に進め、回収促進に努
められたい。
                     （意見事項）

　償還未済金については、「奈良県母子寡
婦福祉資金貸付金債権管理マニュアル」に
基づく督促や債権回収の外部委託等を実
施。サービサーからの働きかけによって、
県からの督促に応じなかった債務者から償
還されている。今年度は、分納納付を滞納
しがちな債務者に対し、夜間・土・日曜日
も含めた訪問による償還指導を実施した。
  引き続き、悪質滞納者に対する法的措置
（支払督促）も視野に入れた償還指導や催
告を強化し、今後一層、関係機関との連携
のもと、収納の促進に努める。

病院マネジメ
ント課
新総合医療セ
ンター建設室

平成28年
　7月25日

公用車の自動車損害賠償責任保険料の
支払について
　公用車の購入に係る自動車損害賠償
責任保険料において、購入日後の支出
が認められた。
　自動車損害賠償責任保険料の後払は､
業者に対し保険会社等への立替払を強
いることとなるため、今後、支出につ
いては適正に処理されたい。
                     （注意事項）

　公用車の自賠責保険料の支払について
は､前金払いを徹底する。
　今後は奈良県会計規則をはじめ各関係法
令、規程及び通知に基づき適正な事務処理
に努める。

公有財産（出資に係る権利）に係る台
帳登載について
　所管する出資に係る権利について、
公有財産台帳に登載されていないもの
が認められた。
　今後は、公有財産台帳の整備は、奈
良県公有財産規則及び関係通知に基づ
き、適正な事務の執行に努められたい｡
                     （注意事項）

　指摘を受けた出資に係る権利について
は､指摘後、公有財産管理システムへの登
録をおこなった。
　今後は奈良県会計規則をはじめ各関係法
令、規程及び通知に基づき適正な事務処理
に努める。

病院マネジメ
ント課

平成28年
　7月25日

賃貸借契約に係る会計書類等の引継ぎ
について
　医療機器の賃貸借契約に係る会計書
類等について、所在不明のものが散見
された。県立五條病院の閉院後、奈良
県病院事業費特別会計に関する事務は
病院マネジメント課に引き継がれてい
る。これら引継書類等の再確認を行う
とともに、文書管理の適正化に努める
べきである。
    　  　　　　　 　（指摘事項）
【旧五條病院の監査での指摘事項】

　指摘を受けた賃貸借契約に係る会計書類
については、指摘後に大部分について所在
等の確認が行われ、改めて引き継ぎを受け
たところ。
　一部、未確認の書類は、現在改修中の五
條病院内に保存しているとの報告を受けて
おり、改修工事終了後に、書類の確認作業
が実施された後に、改めて引き継ぎを受け
る予定としている。

医 療 政 策 部　
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

青少年・社会
活動推進課
（旧青少年・
生涯学習課
分）

平成28年
　5月13日

資金前渡の精算について
　使用料及び賃借料（会場使用料）の
資金前渡において、精算が完了してい
ない者に対し､重ねて資金の前渡を行っ
ていた。
　今後は奈良県会計規則に基づき、適
正な事務の執行に努められたい。
    　               （注意事項）

　
　資金前渡の事務処理について、改めて注
意喚起を行った。
　今後一層、奈良県会計規則に基づき、適
正な事務の執行に努める。

補助金に係る変更承認手続について
　補助金の交付において、必要な変更
承認の申請手続が行われていないもの
が認められた。
  今後は、補助事業者への指導に努め
るとともに、奈良県補助金等交付規則
に基づき、適正な事務の執行に努めら
れたい。
               　    （注意事項）

　補助金の交付手続について、改めて周知
徹底を行った。
　今後一層、補助事業者に適切な指導を行
うとともに、奈良県補助金等交付規則に基
づき、適正な事務の執行に努める。

廃棄物対策課 平成28年
　4月25日

公用車の自動車損害賠償責任保険料の
支払について
　公用車の継続自動車検査受検に係る
自動車損害賠償責任保険料において受
検日後の支出が認められた。
　自動車損害賠償責任保険料の後払は､
業者に対し保険会社等への立替払を強
いることとなるため、今後、支出につ
いては適正に処理されたい。
                     （注意事項）

　

  平成２８年度支払いについては、適正に
前払いを行った。
　今後は、奈良県会計規則をはじめ各関係
法令、規程及び通知に基づき適正な事務処
理に努める。

地域産業課 平成28年
　5月11日

入札予定価格の算定について
　委託業務に係る一般競争入札におい
て、入札予定価格が積算誤りにより、
過大に算定されている事例が認められ
た。
　入札結果に影響は無かったが、今後
は、予定価格の算定金額に誤りの生じ
ないようチェックを徹底するなど、適
正な事務処理に努めるべきである。
   　　　　　   　   （指摘事項）

　今回の誤りは表計算ソフトにおいて、間
違った計算式を入力したことにより起こっ
たものであるため、正しい計算式に修正し
た。
　さらに､今後このようなことがないよう､
複数の職員が歩掛かりから積算まで検算を
行うことにより、チェック体制を強化し
た。

景観・環境局

くらし創造部

産業・雇用振興
部
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

中小企業高度化資金貸付金等に係る償
還未済金の回収について
　中小企業高度化資金貸付金、中小企
業店舗高度化資金貸付金及び小規模企
業者等設備導入資金貸付金の償還未済
金については、不納欠損処分に基づく
債権整理、電話、訪問及び文書での督
促による債権回収の結果、その残高は
対前年度比で減少したものの、依然と
して多額である。
　今後とも、新たな償還未済金の発生
を防止するとともに、引き続き債権の
保全及び回収に積極的に取り組むこと
により、償還未済金の縮減に努められ
たい。
　　　　　　 　　　　（意見事項）

産業振興総合
センター

平成28年
　3月24日

物品購入契約書の作成時期について
　物品購入において、納品後に契約書
を作成している事例が認められた。
　今後は、奈良県契約規則に基づき、
遅滞なく契約書を作成し、適正な事務
の執行に努めるべきである。
     　　　　　　　　（指摘事項）

　契約書作成が必要な物品購入について、
担当部署ごとに進捗管理を徹底し、契約成
立時に契約書作成をしている。
　今後も、奈良県契約規則に基づき適正な
事務の執行に努める。

企画管理室 平成28年
　7月11日

公用車使用中における事故防止につい
て
　農林部内において、公用車使用中の
事故が認められた。部内各課室及び出
先機関に対し、公用車の使用に当って
は、安全運転の徹底を図るとともに、
車両の適切な管理に努めるよう充分に
指導されたい。
   　　　　　　　　　（意見事項）

　農林部所属長会議において、部内各所属
に対し、各職員が公用車の安全運転を心が
け、車両の適切な管理に努めるよう、指導
を行った。
　また、部内各課長及び各農林振興事務所
長あてに「公用車使用中における事故防止
等について」（農林部長通知）により、文
書による注意喚起を行った。

　新たな償還未済金の発生を防止するため
に、新規貸付があれば、協調融資を行う中
小企業基盤整備機構も参加した厳正な審査
を実施している。また､正常償還先につい
ては､毎年決算書の提出を求めるなど状況
把握を行い、約定どおりの償還が困難と
なった場合には、債務者に寄り添いモニタ
リングをしながら、コンサルティングを通
じて経営改善を促しつつ回収を図ってい
る。
　債権の保全については､不動産登記簿や
固定資産評価証明書等を入手し､サービ
サーによる主債務者及び連帯保証人の資産
調査結果や担保物権の不動産鑑定調査結果
と比較し、資産状況に変動がないか確認を
行い、債務者の返済能力の把握に努めてい
る。
　また、償還未済金の回収にあたっては、
民間金融機関で債権管理業務を経験した者
を平成23年度より１名、平成２４年度より
さらに１名嘱託職員として雇用し延滞債権
の回収強化を図っており、貸付先の生活実
態や資産状況等の情報を把握しつつ、平成
２５年6月からは主債務者のみならず連帯
保証人に対しても請求を行っている。さら
に、これらの債務者に対する法的措置も視
野に入れながら督促にあたっており、これ
らの取り組みの結果、連帯保証人からの返
済実績も出てきている。
　また、少額返済を続けている連帯保証人
には、近年特に繰り返し訪問し、資産状況
等を見ながら、返済金額の増額を促してい
るところ。

農  林  部
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

マーケティン
グ課

平成28年
　7月8日

行政文書の適正な管理について
　委託料の支出において、支出負担行
為決議書等の関係書類の所在が確認で
きないものが認められた。
　今後は、奈良県行政文書管理規則に
基づき、適正な文書管理に努めるべき
である。
     　　　　　　　　（指摘事項）

　行政文書管理規則に基づいた分類･作成･
保存を行い、決裁途中においては、文書の
所在を適宜記録簿へ記入することにより、
適正な文書管理を行っている。

農業経済課 平成28年
　7月11日

資金前渡に係る現金出納簿の作成につ
いて
　公共料金に係る資金前渡において、
資金前渡職員が備えるべき現金出納簿
が作成されていなかった。
　奈良県会計規則に基づき、現金出納
簿を作成し、適正な現金の管理を行う
べきである。
     　　　　　　　　（指摘事項）

　奈良県会計規則に基づき、公共料金専用
の現金出納簿を作成し､処理を行っている｡

畜産課 平成28年
　7月8日

公有財産の台帳登載について
  前回の監査において、土地の取得に
伴う公有財産台帳への登載について、
面積誤りが判明したが、適正な修正が
行われていなかった。
　今後は、奈良県公有財産規則及び関
係通知に基づき、チェックを徹底する
など適正に処理すべきである。
                     （指摘事項）

　公有財産台帳に登録誤りのあった公有財
産については､修正登録したところであり､
今後は課内のチェック体制を強化し、奈良
県公有財産規則及び関係通知に基づき適正
な処理に努める。

担い手・農地
マネジメント
課

平成28年
　7月11日

補助金の交付誤りについて
　補助金の交付において、補助要件に
該当しないにもかかわらず補助金を交
付したため、補助事業者から返還され
た事例が認められた。
　今後は、奈良県補助金交付規則及び
補助金交付要綱に基づき、適正に処理
されたい。
   　 　  　　　　　 （注意事項）

　補助金の交付にあたっては、申請書類を
十分に確認するとともに、奈良県補助金交
付規則及び補助金交付要綱に基づき適正な
事務執行に努める。

農村振興課 平成28年
　7月8日

資金前渡に係る現金出納簿の作成につ
いて
　公共料金に係る資金前渡において、
資金前渡職員が備えるべき現金出納簿
が作成されていなかった。
　奈良県会計規則に基づき、現金出納
簿を作成し、適正な現金の管理を行う
べきである。
           　　　　　（指摘事項）

　奈良県会計規則に基づき、現金出納簿を
整理するとともに、事務簡素化の観点から
平成２８年度からは、請求書による振込み
支払に変更した。

企画管理室
（収用委員会
事務局）

平成28年
　7月15日

公用車使用中における事故防止につい
て
　土木事務所において、公用車使用中
の事故が認められた。
　部局内各課室及び出先機関に対し、
公用車の使用に当っては、安全運転の
徹底を図るとともに、車両の適切な管
理に努めるよう充分に指導されたい。
                     （意見事項）

　部内各課室長及び出先機関の長に対し、
文書通知にて具体的な事例を踏まえた注意
喚起を行い、公用車の安全運転の徹底を図
るとともに、車両の適切な管理に努めるよ
う周知徹底した。

県土マネジメン
ト部
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

奈良公園室 平成28年
　7月22日

公有財産の台帳登載について
　所管する土地について、公有財産台
帳に登載されていないものが認められ
た。
　奈良県公有財産規則に基づき、早急
に登載すべきである。
               　    （指摘事項）

　公有財産台帳への登載処理済み。

住まいまちづ
くり課（旧住
宅課）

平成28年
　7月22日

県営住宅に係る水道料金の未収金の回
収について
　一部の県営住宅では、入居者が利用
する水道料金について県が入居者から
集金し、市水道局に支払うこととされ
ているが、毎年未収金が発生しており､
平成２７年度においても未収金の増加
が認められた。
　今後も一層、県営住宅管理事務所及
び指定管理者と連携を図り、未収金の
発生防止及び収納促進に努められたい｡
                     （注意事項）

　水道料金の未収金については、指定管理
者が毎月団地集会所に赴き、現地出張窓口
を設けて徴収に努めるとともに、滞納者に
対し文書での督促を行っているところ。
  また、本来、水道料金は、各水道事業者
が入居者から直接徴収すべきものであると
して､奈良市､大和郡山市及び天理市へ入居
者からの直接徴収の要望書を提出したが､
各市より、条例等の取り決めにより要望に
応えられない旨等の回答があったところ。
  今後も、指定管理者、県営住宅管理事務
所に加え、水道事業者とも協力しながら、
未収金の回収に努める。

県営住宅使用料等の未収金の回収につ
いて
　県営住宅使用料、明渡請求後の住宅
損害金及び入居者負担修繕費において､
未収金の増加が認められた。
　滞納者に対する明渡訴訟や強制執行
などの法的措置、債権回収の民間委託
等、指定管理者等と連携し収納対策を
講じられているが、今後も一層、新た
な未収金の発生防止及び収納の促進に
努められたい。
                     （注意事項）

　県営住宅使用料及び県営住宅敷地使用料
については､その納付を確実にするために､
口座振替払いを促進するとともに、口座引
き落としが不能であった者や直接払いを行
う者に対しては、現地における収納窓口の
開設､戸別訪問による納付指導を行い､収納
率の向上を図っているところ。
  入居者負担修繕費及び明渡請求後の住宅
損害金についても、退去時点や訴訟和解時
点での納付指導の強化に取り組んでいると
ころである。
  また、退去滞納者に対する債権回収につ
いては、平成２５年度から弁護士への委託
に変更し、少しずつ成果が現れつつあるこ
とから、今後も、効果的な回収のため委託
を行う予定である。
  なお、入居者に対する滞納の事前防止に
効果があるものとして、県営住宅における
管理運営の適正化に向けた家賃滞納者への
督促、明渡等請求訴訟及び強制執行による
取り組み等を公表している。今後も継続し
て公表することで、効果的な滞納の解消を
図っていく。

現金出納簿の例月検査について
　資金前渡職員が備える現金出納簿に
ついて、所属長の例月検査が行われて
いなかった。
  今後は、チェック体制の充実を図り､
適正な事務の執行に努められたい｡
                     （注意事項）

　現金出納簿の例月検査については、適正
な検査を行うよう改善したところ。今後も
適正な事務執行に努めていく。

まちづくり推進
局
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

福利課 平成28年
　8月2日

土地の貸付について
　教職員住宅の敷地内に配電用支持物
（電柱）が設置されているにもかかわ
らず、貸付契約を締結せず、使用料を
徴収していなかった事例が認められた｡
　今後は、奈良県公有財産規則に基づ
き、適正な事務の執行に努めるととも
に、チェック体制の強化を図られたい｡
                  　（注意事項）

　当該教職員住宅敷地内の当該配電用支持
物（電柱）については、平成２７年４月よ
り貸付契約の締結を行い、改善を行ってい
る。
　今後も、奈良県公有財産規則に基づき、
適正な事務執行を行っていく。

学校支援課 平成28年
　8月1日

教 育 委 員 会

奨学資金貸付金等の償還未済金の回収
について
　新規の貸付が終了している高校奨学
資金貸付金、大学奨学資金貸付金及び
高等学校全日制課程等修学奨励金につ
いて､償還未済金の増加が認められた。
また、上記３つの貸付金に代わって創
設された修学支援奨学金及び育成奨学
金についても、償還未済金の増加が認
められた。
　文書や訪問による督促・催告、外部
委託、収納方法の拡充などにより、未
収金の回収に努められているところで
あるが、今後も新たな未収金の発生防
止と既に発生している未収金の縮減に
向け、実態に即した効果的な取組を適
宜導入し、更に実効性のある未収金対
策に取り組まれたい。
　また、資格を喪失しているにもかか
わらず、学校からの異動届等の遅延に
より、過払いとなった事例が認められ
たことから、異動に係る速やかな報告
を指導するとともに、継続支給時にお
ける資格確認を徹底されたい。
         　 　  　   （指摘事項）
 

  奨学資金貸付金の償還未済金について
は､従来より滞納者への休日を含む訪問督
促や返還相談会（県内１６会場）の実施、
さらに、所在不明や県外等で回収が困難な
債権及び現行奨学金返還者のうち直近３年
間返還のない債権について債権回収委託を
実施し、また、文書催告のやり方を工夫す
る等により、収納率の向上に努めたい。
　また、特に、修学支援奨学金・育成奨学
金については、返還未済金を増加させない
ため、平成２５年度より、口座振替可能な
金融機関を１行から５行に増やし、返還の
利便性向上と収納率の向上を図っている。
　今後は、貸与申請、貸与終了前等に貸与
終了後の返還への意識付けによる、未収金
の発生を未然に防止する取組や、未収金回
収業者への委託対象の精査と長期継続契約
の実施、さらに、口座振替対応金融機関を
拡大し、口座振替利用者の増加を図り、返
還の利便性の向上と納付機会を拡大し、引
き続き着実な償還未済金の回収に努めた
い。
  奨学金の過払いについては、各学校担当
者へ異動時の速やかな報告を注意喚起する
とともに、奨学金支給時に在籍確認を実施
し、過払い金の発生を最小限とする取組を
徹底したい。
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

高等学校授業料の未収金の回収につい
て
　高等学校の授業料については、平成
２６年度以降無償化制度は廃止された
ものの、高等学校等就学支援金が支給
されているにもかかわらず、未収金の
大幅な増加が認められた。
　未納となっている授業料等の徴収事
務は、校長が納入義務者に対し、未納
が解消されるまで継続して行うものと
なっている。
　県教育委員会は､該当校における「奈
良県立高等学校授業料及び入学金徴収
事務取扱要綱」に基づく徴収事務の実
施状況を把握したうえで、取組が不充
分な学校に対する指導を徹底されたい｡
特に､新たな未納者に対しては、初期に
おける重点的な納付指導を徹底する旨､
強く助言･指導を行うべきである。
                     （注意事項）

　高等学校授業料の未収金については、適
正な管理を行うために、未収額のある県立
高等学校の授業料担当者と、督促や法的措
置、不能欠損処理等について、理解を深め
て適正な債権管理が行えるよう､状況確認､
情報提供､個別相談等を実施している。し
かし、取組の十分でない学校があることか
ら、各学校から定期的に未収金への取組等
の現況報告を実施し、個別相談等を充実さ
せ、適正な債権管理を図り、引き続き未収
金の回収に努めたい。

県立学校における自動販売機の設置者
の選定について
　県立学校に設置されている自動販売
機は、現在、公募を行うことなく使用
許可されているが、他部局においては､
歳入の確保、公平性・透明性の確保の
観点から、公募が進められている｡
　県立学校に設置されている自動販売
機についても、早急に実情についての
調査・検討を行い、公募を実施するよ
う検討されたい。
                     （意見事項）

　学校における自動販売機は、生徒の福利
厚生はもとより、夏期における生徒の健康
保持等を目的としてＰＴＡが設置している
ものであり、庁舎等に設置されている自動
販売機とは設置の目的が異なることから、
公募制の導入により、値上げや自動販売機
の撤収といった事態が起こることは避けな
ければならない。
　また、多くの学校においてＰＴＡが購買
や食堂とともに自動販売機の設置運営をし
ており、自動販売機の黒字で購買等の赤字
を補填するなど、一体的な運営を行ってい
る｡そのため、自動販売機の公募制導入に
より、購買や食堂が閉鎖に追い込まれるこ
とも予想されるところである。
　学校における自動販売機には上記のよう
な特殊性があるため、慎重な対応が求めら
れているが、県全体で自動販売機の公募制
の導入を進める中、教育委員会としても課
題として認識しているところである。今後
とも、生徒または保護者の負担を増加させ
ないことを第一として、公募制導入につい
ての検討を続けたい。
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

教職員課 平成28年
　8月2日

通勤手当の認定について
　公立の小・中学校に勤務する職員の
通勤手当について、抽出により関係書
類を調査した結果、認定誤り等により
７件の過払いが認められた。
　支給要件等について、職員への一層
の周知徹底を図るとともに、既に認定
されているものについても、適正なも
のであるかどうか、定期的に検証する
など、適正な認定事務の執行に努める
べきである。
                     （指摘事項）

　７件の認定誤りによる過払いについて
は､全て誤りが生じた時点に遡及し戻入済
み。
　通勤手当の適正な認定が行われるよう、
また認定後も随時見直しを行うよう、これ
まで指導を行ってきたが、今回の監査結果
を踏まえ、あらためて通勤手当認定事務の
適性化を図るため、全校を対象とした通勤
手当実態調査を実施しているところ。
　また、校長会や学校事務職員を対象とす
る説明会においても、支給要件及び認定後
の状況変化等の確認の実施について周知済
み。
　引き続き各学校での定期的な検証を促
し､適正に通勤手当が支給されるよう努め
ていく。

県警本部 平成28年
　8月5日

公用車使用中における事故防止につい
て
　警察本部において、公用車使用中の
事故が認められた。
　また、警察本部各課及び各警察署全
体での事故件数は前年度に比較して減
少しているものの、なお、多くの事故
が見られることから、引き続き、自動
車事故防止に向けて職員への安全運転
意識の徹底を図るとともに、車両の適
切な管理に努めるよう充分に指導され
たい。
                     （指摘事項）

　職員に対して安全運転意識の徹底を図っ
たうえ公務の内外を問わず奈良県民の模範
となるよう率先して交通法規を遵守し、交
通事故を未然に防止するためのきめ細やか
な取組を着実に推進する。
　なお、現在、加害交通事故の発生原因を
報告させ、加害交通事故を起こした職員本
人に根本原因を自覚させるとともに、発生
原因を組織的に把握･分析することにより､
事故の発生を未然に防止させる取組を行っ
ている。

イ　出先機関

実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容

消防学校 平成28年
　2月26日

所得税の源泉徴収について
　報償費及び旅費の支給に係る源泉徴
収について、所得税法の適用を誤った
ため、徴収税額に過不足が生じている
事例が認められた。
　今後は、所得税法の適用について、
充分に留意されたい。
     　　　　　 　 　（注意事項）

　所得税源泉徴収チェックシートを作成
し、チェック体制を強化した。
　今後も適正処理に努めたい。

部局及び所属名

警  察  本  部

知 事 公 室
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

橿原文化会館 平成28年
　2月24日

支出科目について
　イベント開催に係る講師招へい費用
の支払において、委託料で執行すべき
ところを誤って報償費で執行していた
事例が認められた。
　今後は、適正な科目で支出すべきで
ある。
                     （指摘事項）

　監査事務局から指摘があった後、更正処
理を実施した。
　今後は、支出事務の執行にあたって、奈
良県会計規則に基づき適正な事務執行に努
める。

委託業務完了前の支払について
　業務委託において、履行の完了時期
を誤って、業務が完了する前に委託料
の全額を支払っていた事例が認められ
た。
　今後は、地方自治法及び奈良県会計
規則等に基づき、委託業務の完了を確
認のうえ支払を行うべきである。
                　 　（指摘事項）

　今後は、複数人による書類確認など、
チェック機能の強化を図り、奈良県会計規
則に基づき適正な事務執行に努める。

橿原考古学研
究所

平成28年
　2月24日

契約書の作成時期及びかい長への事務
の委任の範囲を越えた契約について
　業務委託及び賃貸借契約において、
契約書の作成が遅延した事例が認めら
れた。また、かい長に委任された範囲
を越えて契約を行っている事例が認め
られた。
　今後は、奈良県契約規則及び関係通
知に基づき、適正な事務の執行に努め
るべきである。
                     （指摘事項）

　今後は、契約事務の進捗管理を実施し、
適正な時期に確実に事務処理をするととも
に、複数の職員が協議し、契約内容、契約
締結権限等について、関係法令の確認を行
い、同様の事案が発生することがないよう
に努める。

資金前渡に係る事務について
　公共料金に係る資金前渡において、
誤って資金前渡を重複して行い、不要
となった資金前渡金をその年度内に戻
入して精算をしないまま、翌年度に過
年度分として戻入していた事例が認め
られた。
　今後は、内部のチェック体制の整備
を図り、奈良県会計規則に基づき、適
正な事務の執行に努められたい。
                     （注意事項）

　今後は、複数の職員によるチェックを実
施するなど、内部のチェック体制の整備を
図り、同様の事案が発生することがないよ
うに努める。

内部統制の強化・充実について
　前回の監査において、内部統制の充
実について意見をつけたところである
が、今回の監査においても、契約事務､
支出事務等について、不適正な事務処
理が散見された。
　事務の執行に当っては、関係法令や
規則等に基づいて処理するとともに、
決裁過程におけるチェック体制を強化
するなど、実効性のある内部統制の整
備に取り組むべきである。
                     （注意事項）

　適正な事務処理を確保するよう、職員に
対する一層の指導監督を行った。
　今後は、内部のチェック体制の整備を図
り、事務処理に誤りがないように努める。

地 域 振 興 部
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

図書情報館 平成28年
　2月24日

支出科目及びかい長への事務の委任の
範囲を越えた契約について
　イベント開催に係る出演者派遣費用
の支払において、役務費で執行すべき
ところを誤って報償費で執行していた
事例が認められた。
　また、かい長に委任された範囲を越
えて契約を行っている事例が認められ
た。
　今後は、適正な科目で支出するとと
もに、奈良県契約規則及び関係通知に
基づき、適正な事務の執行に努めるべ
きである。
                     （指摘事項）

　
　今後はこのようなことのないよう、複数
の職員が協議し、契約内容、契約締結権限
等について、関係法令の確認を行うなど、
契約業務の適正な執行に努める。

公衆電話のダイヤル通話料の委託管理
について
　ＮＴＴから委託を受けた公衆電話の
ダイヤル通話料（硬貨利用分）の回収
事務において、当該公衆電話から回収
した利用料金からＮＴＴに支払うべき
ところを誤って県の予算から支払って
いた事例が認められた。
　今後は、関係通知に基づき、適正な
事務処理に努められたい。
                     （注意事項）

　
　集金後に支払を行うよう手順を改め、今
後、同様の事案が発生することがないよう
に努める。

傷害保険の加入時期について
　図書館ボランティアに係る傷害保険
について､傷害保険の始期がボランティ
アの活動開始日より後になっていた。
活動中の怪我等に備えるための保険で
あることから、今後は、適時に加入手
続を行われたい。
                     （注意事項）

　今後は、速やかに支払い手続を行うと共
に、ボランティアの活動開始日はボラン
ティア保険加入後となるよう調整すること
で、同様の事案が発生することがないよう
に努める。

内部統制の強化・充実について
　前回の監査において、内部統制の充
実について意見をつけたところである
が、今回の監査においても、契約事務､
支出事務等について、不適正な事務処
理が散見された。
　事務の執行に当っては、関係法令や
規則等に基づいて処理するとともに、
決裁過程におけるチェック体制を強化
するなど、実効性のある内部統制の整
備に取り組むべきである。
                     （注意事項）

　事務の執行に際しては関係法令や諸規定
類の確認を徹底し、特に指導のあった点は
事務処理方法の確認や見直し、書類作成時
の内容、添付書類、日付、印鑑の確認等に
関し職員への指導を徹底する。また、決裁
過程におけるチェック体制の一層の強化充
実に努める。
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

中和福祉事務
所

平成28年
　2月25日

生活保護費返還金等に係る未収金の回
収について
　生活保護費返還金等において、未収
金の増加が認められた。
　今後も、電話、訪問等により、未収
金の回収及び適切な債権管理に努める
べきである。
                     （指摘事項）

　生活保護費返還金等の未収金の発生を未
然に防止するため、全ての被保護世帯に対
する、収入申告の義務、過払いとなった場
合の返還の必要性の周知、就労の可能性が
ある高校生に対する、本人向けの啓発文書
配付等の実施について徹底を図る。
　また、不実の申請その他不正な手段によ
り保護を受給した場合の徴収金(生活保護
法７８条債権）については、被保護者の日
常生活の維持を図りつつ、生活保護費を交
付する際の徴収を活用することにより、積
極的に回収に努める。
  生活保護費返還金等の未収金が発生した
者に対しては、債権管理マニュアルに基づ
き、督促状や催告書を送付するほか、電話
や訪問等による納付指導の強化を図る。
　なお、滞納が発生している世帯について
は、生活困窮者等が多いことから、滞納理
由や生活状況等について調査を行い、経済
状況に応じた納入指導を行うなど、個別事
情を考慮した債権回収策を講じる。
　また、過年度債権について、督促等にも
関わらず未回収のまま時効成立した債権の
不納欠損処理を行うなど、適切な債権管理
に努める。

郡山保健所 平成28年
　4月28日

統計調査に係る調査員報酬の不適正支
出等について
　国立社会保障・人口問題研究所の委
託を受けて実施した第１５回出生動向
基本調査において、架空の調査票を作
成し、調査に従事していない調査員に
対して報酬を支払うとともに、調査の
協力者へ配布する物品を処分していた｡
　今後は、厳格な内部のチェック体制
の整備を図り、かかる事例の再発防止
に努めるべきである。
                     （指摘事項）

　再発防止のため、調査に関する業務の進
捗状況、実施手順を課内で情報共有するた
め実施マニュアルを作成した。
　このマニュアルにより全体スケジュール
の把握、進捗状況の管理の徹底を図るとと
もに実施手順を加え、段階的に業務に取り
組むことができるよう記載した。
　調査関係資料等の調査員への収受につい
ては、受渡簿により調査員と担当者で相互
に内容を現物照合で確認。所属長決裁を得
て県所管課に提出し、確認を得ている。

精神保健福祉
センター

平成28年
　4月28日

委託業務の履行確認等について
　業務委託において、検収調書の未作
成など履行確認が充分でないもの、変
更契約をせず履行期限を延長したもの
等適正を欠く事例が散見された。
　今後は、奈良県会計規則及び関係通
知に基づき、適正な事務の執行に努め
られたい。
                     （注意事項）

　今後の業務委託における履行確認は検収
調書により内容を精査し、確実に行い、履
行期限の延長が必要となる場合には速やか
に変更契約を締結するなど、奈良県会計規
則及び関係通知に基づき、適正な会計事務
執行に努める。

健 康 福 祉 部

医 療 政 策 部
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

消費生活セン
ター

平成28年
　2月25日

資金前渡に係る事務について
　公共料金に係る資金前渡において、
誤って口座振替後に支出したことによ
り振替不能が発生していた。
　今後は、内部のチェック体制の整備
を図り、奈良県会計規則及び関係通知
に基づき、適正な事務の執行に努めら
れたい。
        　　 　　　　（注意事項）

　公共料金に係る資金前渡については、起
案時及び決裁時に請求書の引き落とし予定
日の確認を徹底して行い、奈良県会計規則
及び関係通知に基づき、適正な事務の執行
に努めたい。

高等技術専門
校

平成28年
　1月28日

委託契約の履行確認について
　業務委託契約において、履行確認が
不充分なまま委託金額を支払っている
事例が認められた。
　今後は、契約書に基づく必要書類の
確認を徹底するなど、適正な履行確認
に努めるべきである。
                     （指摘事項）

　業務委託内容の履行状況は、各種報告書
等により確認しているが、支払い時の業務
委託契約全体の履行確認について、契約書
等に基づく必要書類の確認を管理監督者の
決裁とする等、関係法令、契約書等に基づ
く適正な事務執行を行う。

中央卸売市場 平成28年
　4月28日

公有財産の台帳登載について
　取得した工作物について、公有財産
台帳に登載されていないものが認めら
れた。
　奈良県公有財産規則に基づき、適正
に処理されたい。
                     （注意事項）

　指摘を受けた工作物については、公有財
産管理システムへの登録を行った。
　今後は、内部チェックを徹底し、奈良県
公有財産規則に基づく適正な事務の執行に
努める。

奈良公園事務
所

平成28年
　4月28日

公有財産等の所属替について
　所属替となった公有財産及び備品に
ついて、引継及び公有財産異動等報告
等を行わなかったため、引継先所属に
おいて公有財産台帳及び備品管理簿が
整備されていない事例が認められた｡
　奈良県公有財産規則、奈良県会計規
則及び関係通知に基づき、早急に引継
を行い、適切な財産管理をすべきであ
る。
                     （指摘事項）
【奈良春日野国際フォーラムの監査で
の指摘事項】

　所属替となった公有財産及び備品につい
ては、引継及び公有財産異動報告等を行っ
たところであり、今後は奈良県公有財産規
則及び奈良県会計規則に基づき、適切な財
産管理に努める。

平成28年
　7月19日

委託契約書の作成時期について
　業務委託において、業務完了後に契
約書を作成している事例が認められた｡
　今後は、奈良県契約規則に基づき、
遅滞なく契約書を作成し、適正な事務
の執行に努めるべきである。
      　　　　　　 　（指摘事項）

　委託契約書の作成について、今後は、奈
良県契約規則等を遵守し、遅滞なく契約書
を作成し、適正な契約事務に努める。

くらし創造部

まちづくり推進
局

農 　林　 部

産業・雇用振興
部
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

内部統制の強化・充実について
　前回の監査において、内部統制の強
化について意見をつけたところである
が、今回の監査においても、契約事務､
支出事務等について不適正な事務処理
が散見された。
　事務の執行に当っては、関係法令や
規則等に基づいて処理するとともに、
決裁過程におけるチェック体制を整備
するなど、内部統制の確実な整備に取
り組むべきである。
    　　　　　　 　　（注意事項）

　契約事務及び支出事務等の執行にあたっ
ては､関係法令や規則､通知等に基づいた処
理を行っているか再確認を行うとともに､
各決裁課程において、複数の職員による
チェック体制の強化を図り、適正な事務の
執行に努める。

奈良春日野国
際フォーラム

平成28年
　4月28日

報償費の支出について
　土地の使用貸借において、支出の理
由等が明確でない謝礼を支払っている
事例が認められた。
　今後、支出する際にはその必要性等
を明確にして適正な執行に努められた
い。
                 　　（注意事項）

　本件については､土地使用貸借に対して､
謝礼を支払っていたものである。
  今回の注意を受けて、相手方と協議を行
い、謝礼授受は不要との判断をいただき、
今後は同件の支出は行わないものとした。
  今後、報償費の支出については、必要性
を明確にし、適正な執行に努める。

山辺高等学校 平成28年
　1月27日

委託契約書等の作成時期について
　工事及び業務委託において、業務完
了後に契約書を作成している事例が認
められた。
  今後は、奈良県契約規則に基づき、
遅滞なく契約書を作成し、適正な事務
の執行に努めるべきである。
  　　　　　　　　 　（指摘事項）

　委託契約書の作成について、今後は、奈
良県契約規則等を遵守し、適正な契約事務
に努める。委託相手方、内容等が決定すれ
ば、遅滞なく契約を締結する。

高田高等学校 平成28年
　2月10日

行政財産の使用料について
　行政財産の使用許可に係る使用料に
ついて、徴収していない事例が認めら
れた。
　今後は、奈良県行政財産使用料条例
及び同施行規則に基づき、適正な事務
の執行に努められたい。
                     （注意事項）

　今年度分より使用料を計算し、徴収して
いる。今後は、条例及び規則に基づき、適
正な事務の執行に努める。

委託契約書に定める提出書類について
　業務委託において、契約書及び仕様
書で定める月次計画書を委託業者から
提出させていない事例が認められた。
　今後は、契約書及び仕様書に基づき､
必要な書類の提出を求め、委託業務の
適正な執行に努められたい。
                     （注意事項）

　今年度より、委託業者に月次計画書の提
出をさせている。今後は契約書に基づき、
適正な執行に努める。

法隆寺国際高
等学校

平成28年
　2月10日

重要物品の管理について
　処分済みの重要物品について、財産
調書及び備品管理簿の整理を怠ってい
る事例が認められた。
　今後は、重要物品の報告及び備品管
理簿への登載（記載）について、奈良
県会計規則及び関係通知に基づき、適
正に行うべきである。
                     （指摘事項）

　指摘を受けた重要物品について、財産調
書及び備品管理簿の整理を行った。
　今後は奈良県会計規則及び関係通知に基
づき、適正な事務の執行に努める。

教 育 委 員 会
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容部局及び所属名

公有財産の台帳登載について
　寄付により取得した工作物について、
公有財産台帳に登載されていないもの
が認められた。
　奈良県公有財産規則及び関係通知に
基づき、適正に処理されたい。
                     （注意事項）

　指摘を受けた工作物について、公有財産
台帳に登載した。
　今後は奈良県会計規則及び関係通知に基
づき、適正な事務の執行に努める。

内部統制の強化・充実について
　今回の監査において、公有財産、備
品の管理等について不適正な事務処理
が散見された。
　事務の執行に当っては、関係法令や
規則等に基づいて処理するとともに、
決裁過程におけるチェック体制を強化
するなど、内部統制の充実に努められ
たい。
                     （意見事項）

　事務の執行にあたり関係法令や規則等に
基づいて処理するとともに、決裁過程にお
けるチェック体制を整備して、内部統制の
強化充実に努める。

大和広陵高等
学校

平成28年
　2月8日

通勤手当の認定について
　通勤手当の支給において、事務処理
を誤ったため、１件の過払いが認めら
れた。
　適正に処理するとともに、今後の認
定事務に留意されたい。
                     （注意事項）

　通勤手当の過払いについては、平成２７
年１２月給与にて相殺、返納を完了し、是
正している。
　今後は、供用開始道路を常に把握し、よ
り一層慎重な審査に努め、適正な認定事務
に努める。

吉野高等学校 平成28年
　1月28日

内部統制の強化・充実について
　前回の監査において、内部統制の充
実について意見をつけたところである
が、今回の監査においても、支出事務
等について不適正な事務処理が散見さ
れた。
　事務の執行に当っては、関係法令や
規則等に基づいて処理するとともに、
決裁過程におけるチェック体制を整備
するなど、内部統制の確実な整備に取
り組むべきである。
                     （注意事項）

　今後事務の執行に際しては、根拠となる
関係法令や規則等の確認を徹底する。また
決裁過程において、複数職員による審査体
制を強化し内部統制の充実を図れるよう、
適正な事務処理に努める。

二階堂養護学
校

平成28年
　3月24日

通勤手当の認定について
　通勤手当の支給において、事務処理
を誤ったため、３件の過払いが認めら
れた。適正に処理するとともに、今後
の認定事務に留意されたい。
                     （注意事項）

　通勤手当の認定事務において、確認経路
に誤りがあり過払いが生じた。最短経路の
検証を行い、認定を是正したうえで、過払
い分については３月給与で返納させた。
　今後は、認定事務についてのチェック体
制も強化し、適正な事務執行に努める。

委託業務の履行確認について
　精算を伴う業務委託契約において、
履行確認が不十分であったため、支払
不足が生じている事例が認められた。
　今後は、内部のチェック体制の整備
を図り、適正な事務処理に努められた
い。
                     （注意事項）

　今回注意のあった精算を伴う業務委託契
約についての不適切な事務処理が生じたの
は、業務の履行確認及び内部のチェックが
不十分であったためである。
　今後は、チェック機能の強化を図り、適
正な事務執行に努める。
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ウ　財政的援助団体等

実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容

平成28年
　8月25日

＜地域デザイン推進課に対する指摘事
項＞
用地先行取得に係る変更契約について
　街路改良に伴う用地先行取得契約に
おいて、県の取得予定期間が経過して
いるにもかかわらず、契約内容を変更
していない事例が認められた。
  早急に契約を変更するとともに、今
後は、公共用地先行取得に関する協定
書及び契約書に基づき、適正な事務の
執行に努められたい。
         　　　　　　（指摘事項）

　県の取得予定期間が経過しているに
もかかわらず、契約内容を変更してい
ないものについては、すぐに変更契約
を締結した。
　今後は、公共用地先行取得に関する
協定書及び契約書に基づき、適正な事
務の執行に努める。

平成28年
　8月25日

経営改善について
　奈良市場冷蔵株式会社は平成２６年
度､平成２７年度と２年連続して赤字決
算となった。
　現在、収入の確保や、更なる経費の
削減に取り組み、平成２８年度での黒
字化を目指しているところであり、引
き続き経営改善に努められたい。
   　　　　　　　　　（意見事項）

　前年度相当の収入の確保とともに、
経営改善策の一環として従業員の関係
会社への転籍による人件費削減等に取
り組んでいる。１１月末日時点で平成
２８年度決算の黒字化は依然厳しい状
況であるが、赤字決算脱却に向け引き
続き努める。

平成28年
　8月25日

会計処理及び文書管理について
  実行委員会における会計事務の執行
にあたっては、奈良県大芸術祭実行委
員会財務規程（以下「財務規程」とい
う。）に基づいて処理することとされ
ているが、会計手続の不備や契約手続
の遅延など、財務規程を遵守していな
い事例が散見された。
　また、文書管理についても、県と実
行委員会のものが混在して保管されて
いたり、収入支出関係書類の根拠とな
る証拠書類が確認できないものが散見
された。
　今後は、財務規程に基づき適正な会
計処理を行うとともに、適切な文書の
保管・管理に努められたい。
   　　　　　　　　　（指摘事項）

　会計処理については、実行委員会財
務規定等に基づいて処理するとともに､
決裁過程において会計書類を審査する
ための職員を配置し、関係法令や規則
等に基づき処理されているかを確認す
るなど、チェック体制の整備等による
事務処理体制を強化するよう指導した｡
　また、文書管理についても、適正な
文書の保管・管理に努めるよう指導し
た。

物品の取得時期について
　年度末に大量の物品を購入した事例
が認められた。
　必要物品の購入に当っては、使用時
期等に応じて計画的に購入すべきであ
る。
     　　　　　　　　（指摘事項）

　今後の物品取得については、物品購
入前に真に必要なものかどうかを数量
を含めて精査し、適正な時期に購入す
るなど、計画的に物品調達を行うよう
指導した。

内部統制の強化・充実について
  今回の監査において、会計処理の一
部に適正とはいえない事務処理が認め
られた。
　事務の執行に当っては財務規程等に
基づいて処理するとともに、決裁過程
におけるチェック体制を整備するなど
内部統制の充実に努められたい。
   　　　　　　　　　（意見事項）

　今後の事務執行にあたっては、実行
委員会財務規定等に基づいて処理する
とともに、決裁過程において会計書類
を審査するための職員を配置し、関係
法令や規則等に基づき処理されている
か十分に確認するなど、チェック体制
の整備等による事務処理体制を強化し､
内部統制の充実に努めるよう指導した｡

所属名
（所管課名）

奈良県土地開発
公社
（用地対策課）

奈良市場冷蔵株
式会社
（マーケティン
グ課）

奈良県大芸術祭
実行委員会
（国民文化祭・
障害者芸術文化
祭課）
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実施年月日 監　　査　　結　　果 措置の内容
所属名

（所管課名）

平成28年
　8月25日

委託契約の金額の積算及び履行確認に
ついて
　奈良うまし夏めぐり推進事業等に係
る広報宣伝等委託契約において、契約
金額の積算が不明確であった。
  また、委託業者から提出された業務
完了報告書の一部に記載誤りがあり、
誤った内容のまま受理されていた。
　今後は、委託契約の金額の積算を明
確にするとともに、契約書に基づく提
出書類の確認を徹底し、適正な履行確
認及び完了検査に努められたい。
         　　　　　　（注意事項）

　今後、契約の際は金額の積算が明確
になされているかどうか、確認の徹底
に取り組む。また、履行確認において
は契約内容との照合を実施し、適正な
完了検査に努める。

内部統制の強化・充実について
  うまし奈良めぐり実行委員会におい
て、事務局や会計事務処理に関する規
程が整備されていなかった。会計手続､
事務処理等を適正に行うため、早急に
規程を整備する等、内部統制の強化、
充実を図られたい。
   　　　　　　　　　（意見事項）

　事務局や会計事務処理に関する規程
類を整備し、規程に則りながら事務局
運営を実施している。

＜観光プロモーション課に対する注意
事項＞
負担金交付団体から提出された実績報
告の確認について

　うまし奈良めぐり実行委員会から提
出された事業実績報告書に添付されて
いる開催概要に記載誤りがあったが、
所管課は誤った内容のまま受理してい
た。
  所管課においては、報告書の提出が
適切になされるよう団体への指導を徹
底するとともに、負担金交付に係る事
業の履行について充分な確認を行われ
たい。
               　　　（注意事項）

　観光プロモーション課よりうまし奈
良めぐり実行委員会に対し、適切な事
業実績報告書の提出を行うよう指導を
実施した。
　今後は負担金交付に係る事業の履行
について、交付申請内容と相違ないか
等チェックを行い、所管課として充分
な確認の徹底に努める。

うまし奈良めぐ
り実行委員会

（観光プロモー
ション課）
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